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道路交通法が改正され、2023年4月から「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」と、自
転車運転者のヘルメットの着用が努力義務化されたことが話題になりました。

自転車は、プライベートで使う以外に通勤にも使われています。通勤の全部ではなく、最寄りの駅まで自転車を使っている
ケースは少なくありません。

そこで、本稿ではこうした最近の状況を踏まえて、自転車活用推進官民連携協議会「自転車通勤導入に関する手引き」（以
下：「手引き」）を参考に、企業における自転車通勤導入のメリットを確認した上で、自転車通勤において生じうる法的問題
について明らかにし、その進め方と注意点を解説します。

自転車通勤導入のメリットと法的問題

従業員の自転車通勤は、事業主にとって通勤手当や固定経費などの経費の削減、従業員の時間管理能力や集中力の向
上による生産性の向上、会社のイメージアップ、雇用の拡大（従業員の自転車通勤を認めれば雇用範囲が広がり、雇用の
拡大につながります）といったメリットがあります。

他方、従業員にとっても、通勤時間の短縮（自転車は近・中距離での通勤時間の短縮に効果的であり、定時性に優れてい
ます）、心身の健康増進といったメリットがあります。

こうした事業主・従業員双方にとってメリットのある自転車通勤ですが、従業員が自転車事故を起こした場合、当該従業員
は、①対人・対物の損害賠償などの民事上の責任、②（重）過失致死傷罪などの刑事上の責任、③自動車運転免許の停
止などの行政上の責任を負う場合があります（注1）。このうち①の民事上の損害賠償責任については、5000万円～1億円
近い高額の賠償金が課せられた裁判例がいくつかあるので、注意が必要です（手引き24ページ）。

また、従業員が自転車事故を起こした場合、それが「事業の執行」の際のものであれば、事業主は「使用者責任」（民法715
条）を負い、従業員が第三者に加えた損害について責任を負う場合があります。この「事業の執行」については、被害者保
護の観点から、外形上職務の範囲内のように見えるかを基準にし（外形標準説といいます）、広範に解されています。例え
ば、従業員が自転車通勤途中に私用のため通勤経路を外れた場合であっても、事業者名の出ている自転車で事故を起こ
したときには、事業主が損害賠償責任を負う場合があります。

他方、従業員が自転車通勤途中に事故に遭って負傷した場合には、労働災害（通勤災害）として、労災保険により医療費
や事故に遭わなければ得られるはずの賃金などが補償されます。労働災害（通勤災害）と認められなければ健康保険が適
用されるものの、医療費の3割や生活費は従業員自身の負担となります。そのため、通勤災害に該当するか否かの区別は
、従業員のみならず事業主にとっても大切です。
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以上の通り、自転車通勤において生じうる法的問題としては、従業員が自転車事故を起こした場合の、①従業員自身の責
任、②事業主の責任および従業員が自転車通勤途中に事故に遭って負傷した場合の、③労働災害（通勤災害）が挙げら
れます。

自転車通勤においては、上記のような法的問題が生じうるため、中小企業がこれを導入する場合は事業主として、まず、従
業員自身が自転車事故を起こさないようにする配慮が求められます。

また、万一従業員が自転車事故を起こした場合、現場で適切な対応がなされ、かつ被害者に対して必要十分な損害賠償
がなされるよう配慮する必要があります。さらに、従業員が自転車通勤途中に事故に遭った場合の補償についても配慮が
必要です。

自転車通勤導入の進め方… 続きを読む
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